
 SURFCLUB　カーシェアリングシステム会員規約 

 本規約は、アイランドテクノロジー株式会社（以下「当社」という ）が運営するカーシェアリングシステム 

 SURFCLUB（以下「本サービス」という ）に入会されるお客様に適用されま す。 

 第1 条（定義） 

 以下の各号の用語は当該各号の意義を有しま す。 

 (1)  「会員」とは、本規約を承認の上、本サービスの入会を申し込み、当社が入会を承認した個人 

 又は法人のお客様をいいま す。 

 (2)  「会員契約」とは、本規約に定めるところに従い、当社と会員との間に成立する本サービス利用 

 に関する契約をいいま す。 

 (3)  「車両」とは、本サービスの提供にあたり、当社から会員に対し貸渡されるカーシェアリング用の 

 車両をいいま す。 

 (4)  「貸渡約款」とは、車両の貸渡に関し、当社と会員との間に成立するカーシェアリングシステム 

 貸渡契約に適用される契約条件等を定める当社の約款をいいま す。 

 (5)  「登録運転者」とは、第8 条に従い、会員が車両の利用者として当社に届出た者（会員自身を含 

 む）をいいま す。 

 (6)  「会員ID」とは、この規約により当社が発行する会員毎の識別番号をいいま す。 

 (7)  「登録運転者ID」とは、この規約により当社が発行する登録運転者毎の識別番号を言いま す。 

 (8)  「固定料金」とは、月会費又は年会費のいずれかをいいま す。 

 (9)  「利用料金」とは、登録運転者の車両利用に応じて生じる時間料金、パック料金、距離料金をい 

 いま す。 

 (10)  「その他費用」とは、入会金、固定料金、利用料金以外に会員規約、貸渡約款、料金表や利用 

 の手引きで定められた費用をいいま す。 

 第2 条（本規約の 目的） 

 本規約は、本サービスを会員が利用するにあたって、会員が遵守すべき事項及び会員資格等に関す 

 る基本的事項を定めるも のとしま す。 

 第3 条（入会資格） 

 会員は、個人、法人のいずれも 申込むことができま す。なお、入会申込者が以下のいずれかに該当 

 する場合には、会員となっていただく ことはできま せん。 

 (1)  個人会員において、車両の運転に必要な運転免許を有していないとき。 

 (2)  入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがあったとき。 

 (3)  入会申込の際に決済手段として当該入会申込者が届けたクレジットカードがクレジット会社によ 

 り無効扱いとされているとき、又は当社が承認したクレジット会社のも のでないとき。 

 (4)  本規約、又は貸渡約款、その他当社との契約に違反したことがあるとき。 

 (5)  指定暴力団、指定暴力団関係団体及びその構成員又は関係者、その他反社会的組織に属し 

 ているとき。 

 (6)  過去に（社）全国レンタカー協会及び他のカーシェアリング会社に対し、駐車違反関係費用未 

 払の報告をされたことがあるとき。 

 (7)  その他当社が会員として不適格と判断したとき。 

 第4 条（入会の 承認） 

 1.  本サービス利用に係る入会希望者は、本規約及び貸渡約款に同意の上、当社所定の｢入会申込書 

 ｣及び当社が定める必要書類を当社に提出して会員契約の申込を行う も のとし、当社が審査の上 

 これを承諾したときに、当該入会希望者は会員となり当社との間に会員契約が成立するも のとしま  

 す。 

 2.  当社は、レンタカーに関する基本通達（自旅138 号 平成7 年6 月13 日）2（6）に基づき、貸渡簿（貸渡 

 原票）及び自動車貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類ならびに運転免許証の番号を記 

 載する義務、も しく は運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、会員契約の際に、会 

 員及び登録運転者全員について、運転免許証とその他に身元を証明する書類の提示、それら書類 

 の謄写の承諾を求めま す。会員はこれを承諾し、当社の請求に従い提示することとしま す。なお、登 

 録運転者の承諾については会員の責任において取り付けるも のとしま す。ま た、これらに変更が 

 あった場合も 同様とし、会員はその都度当社に通知するも のとしま す。 

 3.  会員契約を締結して会員となったお客様は、会員契約の有効期間中、別に定める貸渡約款により、 

 車両を借受ける権利を有するも のとしま す。 

 第5 条（会員数） 

 当社は本サービスに用いる車両の台数上、会員数が充分な人数に達したと判断した場合には、予告な 

 く 募集を締め切る場合がありま す。 

 第6 条（会員ID   ・  登録運転者ID の 発行） 

 1.  当社は、入会の申込を受けて所定の審査を行い、これを承認した場合に、会員申込者に対し、会 

 員IDを発行しま す。会員IDの発行をも って申込者の本サービスへの入会が完了しま す。 

 2.  当社は、会員から車両の利用者（会員自身を含む）を登録運転者としての届出を受けて所定の審 

 査を行い、これを承認した場合に、登録運転者に対し、登録運転者IDを発行しま す。 

 3.  登録運転者ID の発行は原則として登録運転者1 名に対して1 ID に限りま す。 

 第7 条（登録運転者ID  に 対する承認事項） 

 会員は以下の事項を確認し、承認しま す。 

 (1)  登録運転者ID を利用した本サービスの利用は当該登録運転者に限りま す。 

 (2)  本サービスの利用、当社への照会及び各種手続きにおいて、当社は会員又は登録運転者本 

 人であることを確認させていただく ことがありま す。この場合、会員は自らこれに協力するとと 

 も に、必要がある場合、登録運転者にしてこれを協力させるも のとしま す。 

 (3)  本サービスに関する会員及び登録運転者への連絡等は、当社のホームページへの掲載、又 

 は会員が当社に届出した住所、電話番号、電子メールアドレスに対して行われま す。 

 第8 条（登録運転者の 選定） 

 1.  会員は、車両の利用者（会員自身を含む）を登録運転者として当社に届出て、登録運転者に対し、 

 車両を利用させることができるも のとしま す。但し、登録運転者の選定については、当社所定の基 

 準に従っていただく も のとしま す。なお、当社において本サービスの利用者として適切でないと認 

 める者については、当社は登録運転者としての届出を拒否することができるも のとしま す。 

 2.  会員は、登録運転者の届出について、当社所定の申込書に記入のう え、これを当社に提出する 

 も のとしま す。 

 3.  会員は、当社からの請求がある場合、自己の責任により、直ちに登録運転者の運転免許証等の提 

 示に応じるも のとしま す。 

 4.  会員は、登録運転者に関して当社に届けた事項又はその運転免許証の内容等に変更が生じた場 

 合は、直ちに当社に届出るも のとしま す。 

 5.  会員は、全各号の登録運転者の提出、変更に際しては、当該登録運転者の個人情報が当社に通 

 知されることにつき、予め会員の責任において、当該登録運転者の承諾を得ておく も のとしま す。 

 6.  会員は、会員規約及び貸渡約款に定める車両の利用者としての義務について、登録運転者をして 

 遵守せしめるととも に、会員及び登録運転者が行った一切の行為について責任を負う も のとしま  

 す。 

 第9 条（登録運転者用IC  カード ） 

 1.  会員は、当社が認めた場合、登録運転者が所持するFeliCa仕様のIC カード・FeliCaチップ内蔵の 

 携帯端末等を登録運転者用IC カードとして利用することができま す。その場合、登録運転者所有 

 のFeliCa仕様のIC カード・FeliCaチップ内蔵の携帯端末等の情報を当社所定のシステムに登録 

 する必要がありま す。会員も しく は登録運転者は当社から指定された方法に従い当該情報の登 

 録を行う こととしま す。ま た、会員はIC カード情報の登録に要する費用として、別に定める金額を 

 当社に対して支払う も のとしま す。 

 2.  会員は、当社から利用の許可を受けた登録運転者用IC カードを善良な管理者の注意義務をも っ 

 て、使用・保管するも のとしま す。登録運転者用IC カードを第三者に使用させたり、複製したりしな 

 いも のとしま す。 

 3.  理由の如何を問わず、会員がその会員資格を失ったとき、又は本サービスの提供が中止又は終 

 了したときは、当社は、第1 項に定める登録運転者用IC カードの利用に必要な登録情報を消去す 

 るも のとしま す。 

 4.  登録運転者用IC カード（第1 項に基づき登録を受けたＩＣカード・携帯端末等）の紛失、盗難、滅失 

 又は破損・性能不良の場合、会員は速やかに当社が定める手続きでその旨を当社へ届け出るも  

 のとしま す。当社は届出を承認した時点で、当社の定める方法で登録運転者用IC カードの利用に 

 必要な登録情報を消去するも のとしま す。会員が当該届出を怠り又は遅延したことにより生じた損 

 害（他人による不正使用によるも のを含む）は、会員の負担となりま す。 

 5.  登録運転者用IC カード（第1 項に基づき登録を受けたＩＣカード・携帯端末等）の登録は、登録運転 

 者1人に対して1ICカードに限りま す。 

 第10 条（  車両  の 貸渡） 

 当社は、貸渡約款の定めるところにより、車両を会員に貸渡すも のとしま す。なお、貸渡約款に定めな 

 い事項については、法令又は一般の慣習によるも のとしま す。 

 第11 条（決済・利用料金） 

 1.  会員は、当社が別途定める入会金、固定料金、車両の利用料金及びその他費用を当社に支払う  

 も のとしま す。 

 2.  入会金、固定料金、車両の利用料金及びその他費用の詳細については、別に当社が定める料金 

 表によるも のとしま す。なお、入会金、固定料金、利用料金及びその他費用については、変更日の 

 14 日前ま でに、第７条第3 号に準じて告知しま す。会員が当該変更日ま でに第15 条に基づき退 

 会しない場合には、当該変更に同意したも のとみなしま す。 

 3.  当社は、毎月14日をも って当該月に発生した利用料金、固定料金及びその他費用、その他の債 

 務の額を締め切り、これを集計しま す。 

 4.  第2 項に定める料金の支払いは、原則クレジットカード決済としま す。クレジットカード決済ができな 

 い場合は、当社の指定する銀行口座への振込によるも のとしま す。 

 5.  振込による支払いを選択する場合は、当社は会員に対し保証人をたてることを求めることができる 

 も のとしま す。 

 6.  銀行口座への振込の際の手数料は当該会員の負担とし、クレジットカード決済時の手数料は当社 

 の負担としま す。 

 7.  会員と銀行又はクレジットカード会社の間において、利用料金等の支払を巡って紛争が発生した 

 場合は、会員は自己の費用と責任によりこれを解決するも のとし、当社に一切迷惑をかけないも  

 のとしま す。 

 8.  クレジットカード決済を行っている場合において、当社がクレジットカード会社に所定額の請求を 

 できなかった際には、会員は当社からの請求に従い、直ちに不足額を当社に支払う も のとしま  

 す。 

 第12 条（登録情報の 変更） 

 1.  会員情報及び登録運転者情報、その他会員契約に関して会員が当社に届け出た事項に変更が生 

 じたときは、会員はその旨を直ちに当社に届出るも のとしま す。 

 2.  前項の変更により本サービスの提供に支障が生じると当社が判断したとき、当社は、会員資格を取 

 消して、会員契約を解除することができるも のとしま す。 

 3.  第1 項の届出が行われなかった又は遅滞した際は、当社は、会員及びその登録運転者に対し、本 

 サービスの提供を停止することができるも のとしま す。なお、徴収済の固定料金については、本 

 サービス停止期間中においても 返還しないも のとしま す。 

 4.  第１項の届出が行われなかった又は遅滞したため、当社からの連絡が到着しない等会員に不利益 

 が生じても 、当社は一切の責任を負わないも のとしま す。 

 第13 条（当社側理由に よる会員契約解除） 

 当社は、本サービスの提供が不可能又は著しく 困難となったと当社において判断した場合、会員に対 

 する会員契約を解除できるも のとしま す。 

 第14 条（会員資格の 喪失に よる会員契約解除及び一時利用停止） 

 1.  会員等が以下に定める事由に該当するときは、当社は会員に対する何らの通知催告を要せず、会 

 員資格を取消し、会員契約を解除すること、又は、会員契約を解除することなく 本契約に基づく 本 

 サービスの提供を当社が必要と認める期間停止することができるも のとしま す。なお、これらの場 

 合、当社は同時に貸渡約款に基づく 車両の貸渡契約を解除することができるも のとし（会員契約 

 の解除の如何にかかわらないも のとしま す）、車両の貸渡契約を解除された会員は直ちに車両を 

 当社に返還するも のとしま す。 

 (1)  入会金、固定料金、本サービスの利用料金、その他費用、その他会員が当社に対して負担する 

 債務の履行を怠ったとき、その他本規約に違反したとき、又は貸渡約款について違反があった 

 とき。 

 (2)  上記に関連し、会員の指定したクレジットカードについて、当社がクレジットカード会社に所定額 

 の請求をできなかったとき。 

 (3)  当社への虚偽の申請があったとき。 

 (4)  第 3 条各号のいずれかに該当することが判明したとき。 

 (5)  クレジットカード会社により会員の指定したクレジットカードの利用が停止させられたとき。 

 (6)  仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立、手形交換所の取引停止処分も しく は租税公課の 

 滞納その他滞納処分を受け、又はこれらの申立も しく は処分を受けるべき事由を生じたとき。 

 (7)  支払停止、支払不能も しく は債務超過の状態に陥り又は破産、会社更生手続及び民事再生 

 手続等の倒産処理手続（会員契約締結後に改定も しく は制定されたも のを含む）の申立原因 

 を生じ、又はこれらの申立を受けも しく は自らこれらの申立をしたとき。 

 (8)  合併によらず解散したとき。 

 (9)  行為能力又は権利能力を喪失したとき。 

 (10)  当社又は他会員などの第三者への損害が認められたとき。 

 (11)  本サービス利用に際し複数回の事故を起こしたとき、当社以外のカーシェアリングサービス又 

 はレンタカー利用において複数回の事故歴を有しているとき、その他会員の運転技術が未熟 

 であると当社が判断したとき。 

 (12)  その他、本サービスの利用の継続が不適当であると当社が認めたとき。 

 2.  前項の場合、会員は、当社からの何らの通知催告を要せず、当社に対する一切の債務について期 

 限の利益を喪失するも のとし、直ちに全ての債務を一括して弁済するも のとしま す。 

 第15 条（退会手続） 

 1.  会員は、当社所定の手続きを行う ことにより、いつでも 退会し会員契約を終了することができるも  

 のとしま す。 

 2.  会員は、退会するときは、退会を希望する月の末日（当該日が当社の非営業日の場合は、前営業 

 日）ま でに所定の方法にて届け出るも のとし、当社はその月の末日をも って退会を受理し、会員 

 契約を終了するも のとしま す。なお、退会希望日が契約期間の途中であっても 当該期間の固定 

 料金は返還しないも のとし、会員は、退会月末日ま での固定料金及び退会ま でに生じた利用料金 

 等の一切の債務を当社に支払う も のとしま す。 

 3.  当社は、会員契約が終了した際には、会員の会員ID 及び会員の保有するすべての登録運転者ID 

 の登録を削除するも のとしま す。 

 第16 条（契約有効期間） 

 会員契約は会員契約成立の日に効力を発し、当社又は会員から本規約に従い会員契約を終了する 

 ま で有効としま す。 

 第17 条（費用の 不返還等） 

 第13 条、第14 条又は第15 条により会員契約が終了した場合、当社は会員に対し、入会金、退会月の 

 固定料金（年会費の場合は退会月以降の固定料金）、本サービスの利用料金及びその他費用を返還 

 しないも のとしま す。ま た、当社は、会員契約の終了により、既に貸渡した車両の利用料金の請求権又 

 は損害賠償請求権を放棄するも のではありま せん。 

 第18 条（退会、資格取消、終了に よる本サ ービス の 取扱い ） 

 会員が退会し、又は資格取消された場合、本サービスが終了した場合、会員の保有する会員ID 及び 

 会員の保有するすべての登録運転者IDは失効しま す。退会、資格取消、終了以降、本サービス及び 

 特典は提供されま せん。 

 第19 条（オ ン ライン に よる意思表示等の 特則） 

 1.  当社は、入会申込、会員情報の変更、登録運転者情報の変更、その他一定の手続きの全部又は 

 一部について、書面の提出に代えて、オンラインによる意思表示を行う ことを認めることがありま  

 す。この場合、当社の定めるところに従い、会員からオンラインによる意思表示があった場合に 

 は、本規約において定める書面の提出があったも のとみなしま す。 

 2.  前項に定めるオンラインによる意思表示に関し、会員のID及びパスワードを入力してなされた意思 

 表示について、当社は当該意思表示を会員本人による真正な意思表示とみなすことができるも の 

 とし、会員はこれについて異議を述べないも のとしま す。 

 第20 条（個人情報） 

 個人情報の取り扱い、利用目的等については、別途定める個人情報保護方針（プライバシーポリシー） 



 にて規定するも のとしま す。 

 第21 条（相殺） 

 当社は、本約款及び細則に基づき会員に金銭債務を負担するときは、会員が当社に負担する金銭債 

 務といつでも 相殺することができるも のとしま す。 

 第22 条（消費税） 

 会員は、本規約に基づく 金銭債務に課せられる消費税（地方消費税を含む）を別途当社に対して支 

 払う も のとしま す。 

 第23 条 （遅延損害金） 

 会員は、利用料その他の債務について支払期日を過ぎても なお履行しない場合、支払期日の翌日か 

 ら支払の日の前日ま での日数に、年率14.6％の割合で計算される金額を遅延損害金として、利用料 

 金その他の債務と一括して、当社が指定した日ま でに指定する方法で支払う も のとしま す。この支払 

 に必要な振り込み手数料その他の費用は、全て当該会員の負担としま す。 

 第24条（本サ ービス の 終了等） 

 1.  当社は、会員の事前の承認なしに、次項に定める方法により、本サービスを終了することがあ 

 りま す。 

 2.  本サービスを終了する場合は、終了日の14日前ま でに、第７条第3号に準じて告知しま す。会員が 

 当該終了日ま でに第15条に基づき退会しない場合、当社は会員契約を解除することができるも の 

 とし、その際の手続きは第15条3項に準じるも のとしま す。なお、本条により会員契約が解除された場 

 合であっても 、会員は当社に対し損害賠償を請求しないも のとしま す。 

 第25条（本規約の 変更等） 

 1.  当社は、会員の事前の承認なしに、次項に定める方法により、本規約を変更することがありま  

 す。 

 2.  本規約を変更する場合は、変更日の14日前ま でに、第７条第3号に準じて告知しま す。会員が当該 

 変更日ま でに第15条に基づき退会しない場合には、当該変更に同意したも のとみなしま す。 

 第26 条（準拠法等） 

 本規約の準拠法は日本法としま す。 

 第27 条（管轄裁判所） 

 本規約に関する一切の訴訟、紛争については、東京地方裁判所をも って第一審の専属的合意管轄 

 裁判所としま す。 

 本規約は2022年12月1日から施行しま す。 


